
道医師国保組合公告

北海道医師国民健康保険組合の別途積立金積立規則の一部改正、平成２４年度国保組
合の組織運営における法令遵守＜コンプライアンス＞のための実践計画の制定、平成
２３年度歳入歳出第１次補正予算、平成２４年度事業方針並びに歳入歳出予算について、
平成２４年２月２５日（土）開催の第１０８回通常組合会において議決された。

北海道医師国民健康保険組合
理事長 赤 倉 昌 巳

〔歳入の部〕 （単位：千円）

款 項 補正前の額
（当初予算額）

補正額
（△）は減 補正後の額

３．国 庫 補 助 金 ４６７，８６５ ５，８１２ ４７３，６７７

２．国 庫 補 助 金 ４６２，４３３ ５，８１２ ４６８，２４５

９．繰 入 金 １．繰 入 金 ２７０，００４ １４４，５２５ ４１４，５２９

補正されなかった款・項にかかる額 １，３１８，５２９ ０ １，３１８，５２９

歳 入 合 計 ２，０５６，３９８ １５０，３３７ ２，２０６，７３５

〔歳出の部〕 （単位：千円）

款 項 補正前の額
（当初予算額）

補正額
（△）は減 補正後の額

２．総 務 費 １４０，２６１ ３，２６０ １４３，５２１

１．総 務 管 理 費 １２７，４１１ ３，２６０ １３０，６７１

３．保 険 給 付 費 １，１３５，２９８ １０７，１４２ １，２４２，４４０

１．療 養 � 費 ９９７，７０２ １０７，１４２ １，１０４，８４４

６．共 同 事 業 拠 出 金 等 ４５，３９９ ９００ ４６，２９９

２．共 同 事 業 負 担 金 ０ ９００ ９００

７．後期高齢者支援金等 ７．後期高齢者支援金等 ３１４，９１６ ３，０４３ ３１７，９５９

８．前期高齢者納付金等 ８．前期高齢者納付金等 ２１，２４９ ３，２５８ ２４，５０７

１１．� 支 出 金 １．償還金及び還付加算金 ２１，９５４ ３２，７３４ ５４，６８８

補正されなかった款・項にかかる額 ３７７，３２１ ０ ３７７，３２１

歳 出 合 計 ２，０５６，３９８ １５０，３３７ ２，２０６，７３５

平成２３年度北海道医師国民健康保険組合 歳入・歳出第１次補正予算

平成２４年４月１日
道医国保公示第３７８号
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北海道医師国民健康保険組合平成２４年度事業方針
平成２２年１１月１６日の行政刷新会議の事業仕分けにおいて「所得水準の高い国保組合（全国４７都道府県の医師国保組

合）に対する定率補助の廃止」が結論として出された。この後の平成２３年度予算大臣折衝では「平成２４年４月からの
実施を念頭に、所要の法律改正案を次期通常国会に提出することを目指す」と厚生労働大臣・財務大臣・国家戦略担
当大臣による三大臣合意がなされた。
平成２３年度の通常国会においては、法律改正案の提出はされなかったが、平成２３年６月３０日に政府与党社会保障改

革検討本部で決定された社会保障と税の一体改革成案で「国保組合の国庫補助の見直し」が盛り込まれた。
厚生労働省は、「一昨年の三大臣合意があること」から、平成２４年度通常国会への法案提出を進めようとしている。

もし仮に、本年度の通常国会へ法案提出された場合には、医師国保組合の存亡にも及ぶことから、何としても法案提
出を阻止しなければならない重要な時期となる。全医連や日本医師会とともに、組合員各位の総力をもって立ち向か
い、医師国保組合を今後とも存続できるように行動していかなければならない。
厚生労働省では所得水準の高い医師国保組合は、積立金を多く保有し、国庫補助が無くても十分事業運営ができる

と判断している。
更に、会計検査院では全国的に実地調査を行い、医業に従事していない組合員が加入していることを問題視し、厚

生労働省に対し会計検査院法第３６条の規定に基づき、改善するよう意見表示をしている。
それらを含めて医師国保組合を取り巻く環境は、日々厳しさを増しているが、資格の適正化においては、今後、厚

生労働省から示されるであろう策定案に基づき、粛々と対処して行く所存である。
平成２３年度の予算執行状況は、収入面では定率国庫補助金が、従来通りに交付されており、支出面では療養給付費

が、予算の範囲内に落ち着いている状況でもあり、収支のバランスがとれた財政状況で推移していると言えよう。
平成２４年度の予算編成においては、国庫補助金も従来通りを見込み、保険料等検討委員会で審議いただいた答申に

基づき、「保険料・給付割合等に関しては、現状維持に据え置く」こととする。
基本的には平成２３年度の事業を踏襲することとし、平成２３年度から実施し、好評だった「リフレッシュ野球観戦」

事業も継続して実施する。
当組合は、被保険者数の減少による保険料収入の減少とともに、後期高齢者支援金等による負担増が顕著となって

いるが、過去から蓄積してきた財産により、ここ数年の負担増には十分対応できるものと思われる。
将来的には保険料見直しによる財政建て直しも必要かと思われるが、当面の事業運営においては、健全財政を維持

しつつ、組合員・被保険者の健康への意識強化を図り、更なる福祉の充実を図れるよう計画を策定して行きたい。

平成２４年度における主な事業項目は、次のとおりである。
１．組合員及び被保険者について
� 厚生労働省から示される策定案に基づき、資格管理を適正に行う。

資格関係の届出等の適確化に努める。
� 組合員等に対し事業内容のPRを積極的に行う。

北海道医報「道医師国保の頁」及び、インターネットにおける「道医師国保ホームページ」によるPR活動を
行う。

２．給付について
� 療養の給付

療養の給付割合は、法定割合とする。
� 任意給付

出産育児一時金・葬祭費・傷病手当金は、現行どおりとする。
〈支給額〉 出産育児一時金 １件 ４２万円

葬 祭 費 組合員 １件 ３０万円
家族・准組合員 １件 １０万円

傷病手当金 （組合員） 支給開始日 ８日目
支給期間 ３６０日
支給日額 ５千円

３．保健事業について
平成２４年度も引き続き、特定健康診査・特定保健指導を含めた人間ドック等の助成制度や、インフルエンザワク

チン接種助成事業も引き続き推進していく他、第３種組合員に対する「休業見舞金」及び「死亡見舞金」について
も、引き続き傷病手当金及び葬祭費と同様の取扱いを行う。
平成２３年度から開始した心身リフレッシュを目的とした北海道日本ハムファイターズ・リフレッシュ野球観戦も
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特定健康診査
平成２０年度

対象被保険者数の１５％ ６５２人
平成２１年度

対象被保険者数の２５％ １，０７３人
平成２２年度

対象被保険者数の４０％ １，７０４人
平成２３年度

対象被保険者数の５５％ ２，３０９人
平成２４年度

対象被保険者数の７０％ ２，９１２人

特定保健指導
平成２０年度

指導対象者数の３％ ３３人
平成２１年度

指導対象者数の７％ ７５人
平成２２年度

指導対象者数の１５％ １５９人
平成２３年度

指導対象者数の３０％ ３１４人
平成２４年度

指導対象者数の４５％ ４６６人

引き続き実施する。
◇特定健康診査・特定保健指導実施計画目標数（５カ年）

特定健診・特定保健指導は、平成２５年度以降も実施される見込みで、４０歳以上の被保険者への受診勧奨を図るた
め、更なるPRに努めていく。

４．財政について
� 保険料について

平成２４年度の保険料を次のとおりとする。
後期高齢者支援金等については、法の定めるところにより被保険者に対し賦課する。
介護保険負担額についても、法の定めるところにより第２号被保険者に対し賦課する。

ア）所得割賦課額（第１種及び第２種組合員）
料率１，０００分の１４
〔ただし、第２種組合員（医育機関医師会所属）は所得割賦課額として年額６０，０００円を加算する。〕
最高限度額（年額）５２０，０００円

イ）平等割賦課額（第１種・第２種組合員及び第３種組合員）
年額（１人）４９，２００円から後期高齢者支援金等賦課額を控除した額

ウ）均等割賦課額（組合員以外の被保険者）
年額（１人）６０，０００円から後期高齢者支援金等賦課額を控除した額

エ）後期高齢者支援金等賦課額（全被保険者）
後期高齢者支援金等納付金額の６９％ 年額（１人）３４，０８０円

（月額 ２，８４０円）（予定）
オ）介護納付金賦課額（４０～６４歳の被保険者）

法定介護納付金額の６９％ 年額（１人）３８，８８０円
（月額 ３，２４０円）

� 国庫補助金について
平成２４年度も現状維持を見込むが、厚生労働省は、平成２４年度通常国会に定率国庫補助削減に関する法案を提

出する準備を進めているため、今後も国の動向を注視していく。
ア）事務費負担金

事務費負担金は、平成２３年度より所得水準に応じた支給率が乗じて算定され、基準額の負担金補助に対し
８０％に削減された額を見込む。
イ）療養給付費等補助金

療養給付費等補助金の補助率は、法定７割給付ベースの３２％と特定被保険者（若人）１３％の補助率を見込
む。
介護納付金、老健拠出金に対する補助金も、前年と同率で見込む。老健拠出金補助金は、請求遅延分の精算

額に対する補助金を見込む。
ウ）特別調整補助金

保険者機能強化に資する補助対象事業に改正され、特定健診・特定保健指導、レセプト点検、医療費通知等
に対する補助が見込まれる。
また、国保連合会における国保総合電算システムへの対応と、全協の国保組合共通システム導入に伴う当組

合のシステム構築に係る費用についてもこの科目での補助が見込まれる。
特に保険者機能の強化が求められるため、保険者機能の充実を図る。

エ）出産育児一時金等補助金
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出産育児一時金補助金は、４２万円の支給額が恒久化され、出産１件当り１０５，０００円の補助金となり、１／４の補
助額が見込まれる。
高額医療費共同事業補助金は、平成２４年度以降も従来どおりである。

� 財源の確保について
平成２４年度の保険料賦課額は据え置きとしており、当組合の保険給付の貴重な財源確保のためにも、完全収納

を達成するよう努力する。
法定積立金の必要額を管理し、必要額以上の積立は行わない。

� 管理費用について
管理費用の節減には一層努力する。

５．事務について
� 「サービス精神に徹する」「即時処理の原則を遵守する」「役員・支部・組合会議員への諸報告を励行する」の三
原則を堅持する。

� 電算処理方法の充実
平成２３年度から国保連合会における国保総合電算システムが導入されたが、従来のシステムとの不具合が発覚

しており、全国国保組合協会から提供される国保組合共通システムを導入し、新システムによる資格管理の適正
化、事務処理の一層の効率化に努める。

� 事務機構の強化
今後の制度改正にも柔軟に対応可能な事務局体制の強化を図る。

� 各種研修会への出席
事務能力向上のため、従来どおり職員を各種研修会へ出席させる。

� レセプト点検強化、医療費通知の実施
柔道整復療養費のレセプト点検を強化する。
歯科の医療費通知を継続実施する。

６．支部の強化について
� 必要に応じ支部長連絡協議会を開催し、当組合における当面の諸問題についての報告等、当組合の現状を確認
願う。

� 北海道医師会・医師国保組合事務連絡協議会を年１回開催する。
� 地区別事務懇談会を北海道医師会と共に開催し、また、必要に応じて職員を支部に派遣して支部業務の協力を
する。

� 支部交付金は、平成２３年度と同様に交付する。
支部交付金の使途を記載した「報告書」を支部に提出願う。

７．関係諸団体との連絡提携について
� 全国医師国保組合連合会について

第５０回全医連全体協議会は、福岡市において九州ブロックが当番となり、福岡県医師国保組合の主担当で開催
される。
本年度は医師国保組合の存続・維持にも係わるため強固な連携を図る。

� 東北・北海道医師国保組合連絡協議会について
本連絡協議会の当組合の当番は昨年度で終了し、本年度は秋田県医師国保組合が担当となり、平成２４年度定例

協議会等が秋田市で開催される予定である。
� 全国国保組合協会及び北海道国保団体連合会について

全国国保組合協会北海道支部及び北海道国保団体連合会組合支部の当番組合は、昨年度に引き続き薬剤師国保
組合が担当している。
道内４国保組合の連携を深め国保制度の維持・発展に努力していく。
なお、全国国保組合協会第５９回通常総会は、香川県医師国保組合が担当となり、高松市で開催される予定であ

る。
� 千葉県医師国保組合との連携強化

千葉県医師国保組合との情報交換を深め、「リフレッシュ野球観戦」の更なる充実を図るとともに、歩こう運動
として企画予定の「旭山動物園」へ千葉県医師国保組合被保険者を招聘できるよう、また「ディズニーリゾート
を歩こう」事業に当組合の組合員・被保険者が参画できるよう、今後、十分打合せを行い、両組合の組合員・被
保険者にとって魅力ある保健事業の強化・発展に努力していく。
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款 項 目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
第１次補正
後 予 算

比 較 増 減
（△は減）

１．国民健康保険料 １．国民健康保険料 １，２０２，２０１ １，２２４，７１４ △２２，５１３
１．平等割等保険料現年分 ８４２，０８１ ８７１，２６５ △２９，１８４
２．後期高齢者支援金分等保険料現年分 ２３２，４２５ ２２７，８６４ ４，５６１
３．介護保険分保険料現年分 １２７，０２０ １２４，９１０ ２，１１０
４．保険料滞納繰越分 ６７５ ６７５ ０

２．使用料及び手数料 １．手 数 料 １．督 促 手 数 料 １ １ ０
３．国 庫 支 出 金 ４３２，８０８ ４７３，６７７ △４０，８６９

１．国 庫 負 担 金 １．事 務 費 負 担 金 ４，９３５ ５，４３２ △４９７
２．国 庫 補 助 金 ４２７，８７３ ４６８，２４５ △４０，３７２

１．療養給付費等補助金 ３２６，４４４ ３６２，９１０ △３６，４６６
２．特 別 調 整 補 助 金 ２，３７０ ８，６２３ △６，２５３
３．出産育児一時金等補助金 ５，２４７ ６，６７６ △１，４２９
４．後期高齢者支援金等補助金 ９１，９１２ ８７，９３６ ３，９７６
５．特定健診等補助金 １，９００ ２，１００ △２００

４．前期高齢者交付金 １．前期高齢者交付金 １．前期高齢者交付金 １ １ ０
５．道 支 出 金 １．道 支 出 金 １．道 支 出 金 １ １ ０
６．連 合 会 支 出 金 １．連 合 会 補 助 金 １．保健事業等推進給付金 １ １ ０
７．共同事業交付金 １．共同事業交付金 １．高額医療費共同事業交付金 ３９，６５０ ４０，８３４ △１，１８４
８．財 産 収 入 １，４０３ ２，５７３ △１，１７０

１．財 産 運 用 収 入 １，４０２ ２，５７２ △１，１７０
１．準 備 積 立 金 利 子 １８０ ３５０ △１７０
２．特 別 積 立 金 利 子 ２００ ２５０ △５０
３．別 途 積 立 金 利 子 ９８０ １，９００ △９２０
４．役員退職給与積立金利子 ２ ２ ０
５．職員退職給与積立金利子 ４０ ７０ △３０

２．財 産 売 払 収 入 １．物 品 売 払 収 入 １ １ ０
９．繰 入 金 １．繰 入 金 １．繰 入 金 １８２，００４ ４１４，５２９ △２３２，５２５
１０．繰 越 金 １．繰 越 金 １．繰 越 金 １００，０００ ５０，０００ ５０，０００
１１．諸 収 入 ６５６ ４０４ ２５２

１．延滞及び過怠金 ２ ２ ０
１．延 滞 金 １ １ ０
２．過 怠 金 １ １ ０

２．預 金 利 子 １．預 金 利 子 ３３０ ３０ ３００
３．雑 入 ３２４ ３７２ △４８

１．返 納 金 １ １ ０
２．雜 入 ３２２ ３７０ △４８
３．第 三 者 納 付 金 １ １ ０

歳 入 合 計 １，９５８，７２６ ２，２０６，７３５ △２４８，００９

平成２４年度北海道医師国民健康保険組合 歳入・歳出予算
※前年度予算額：平成２４年２月２５日開催の第１０８回通常組合会承認可決の平成２３年度第１次補正後予算額

〔歳入の部〕 （単位：千円）

５ 平成２４年４月１日 北海道医報 第１１２３号附録
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款 項 目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
第１次補正
後 予 算

比 較 増 減
（△は減）

１．会 議 費 ３４，７４６ ３０，３０１ ４，４４５
１．組 合 会 費 １．組 合 会 費 ６，７２０ ６，１７０ ５５０
２．役 員 会 費 １．役 員 会 費 ２５，７７６ ２１，８８１ ３，８９５
３．委 員 会 費 １．委 員 会 費 ２，２５０ ２，２５０ ０

２．総 務 費 １３０，７９３ １４３，５２１ △１２，７２８
１．総 務 管 理 費 １１９，２９３ １３０，６７１ △１１，３７８

１．一 般 管 理 費 １０８，１０８ １１９，６３６ △１１，５２８
２．国保連合会負担金 ９００ ７５０ １５０
３．支 部 運 営 費 １０，２８５ １０，２８５ ０

２．保 険 料 徴 収 費 １．保 険 料 徴 収 費 ４，６５０ ４，６５０ ０
３．研 究 研 修 費 １．研 究 研 修 費 ３，１２０ ２，３００ ８２０
４．趣 旨 普 及 費 １．趣 旨 普 及 費 ３，７３０ ５，９００ △２，１７０

３．保 険 給 付 費 １，０３２，７２１ １，２４２，４４０ △２０９，７１９
１．療 養 諸 費 ９１０，０２３ １，１０４，８４４ △１９４，８２１

１．療 養 給 付 費 ８９９，７３９ １，０９４，０５３ △１９４，３１４
２．療 養 費 ７，２８４ ７，５９１ △３０７
３．審 査 支 払 手 数 料 ３，０００ ３，２００ △２００

２．高 額 療 養 費 ８７，１４０ ９８，８１８ △１１，６７８
１．高 額 療 養 費 ８６，１４０ ９７，８００ △１１，６６０
２．高額介護合算療養費 １，０００ １，０００ ０
３．支 払 手 数 料 ０ １８ △１８

３．移 送 費 １．移 送 費 ５０ ５０ ０
４．出 産 育 児 諸 費 １２，１８８ １４，７０８ △２，５２０

１．出 産 育 児 一 時 金 １２，１８０ １４，７００ △２，５２０
２．支 払 手 数 料 ８ ８ ０

５．葬 祭 諸 費 １．葬 祭 費 ６，５００ ７，２００ △７００
６．傷 病 手 当 金 １．傷 病 手 当 金 １５，０００ １５，０００ ０
７．附 加 給 付 １，８２０ １，８２０ ０

１．出 産 附 加 金 ４２０ ４２０ ０
２．葬 祭 附 加 金 １，４００ １，４００ ０

４．老人保健拠出金 １．老人保健拠出金 １６５ ５９１ △４２６
１．老人保健医療費拠出金 １４９ ５７２ △４２３
２．老人保健事務費拠出金 １６ １９ △３

５．介 護 納 付 金 １．介 護 納 付 金 １．介 護 納 付 金 １７９，８１１ １７７，３２７ ２，４８４
６．共同事業拠出金等 ４５，７７２ ４６，２９９ △５２７

１．共同事業拠出金 ４４，０８４ ４５，３９９ △１，３１５
１．高額医療費拠出金 ４４，０５６ ４５，３７２ △１，３１６
２．高額医療費共同事業事務費拠出金 ２８ ２７ １

２．共同事業負担金 １．国保組合共通システム共同事業負担金 １，６８８ ９００ ７８８
７．後期高齢者支援金等 １．後期高齢者支援金等 ３３４，３８５ ３１７，９５９ １６，４２６

１．後期高齢者支援金等 ３３４，３５８ ３１７，９２６ １６，４３２
２．後期高齢者関係事務費拠出金 ２７ ３３ △６

８．前期高齢者納付金等 １．前期高齢者納付金等 １４，７６４ ２４，５０７ △９，７４３
１．前期高齢者納付金等 １４，７３８ ２４，４７５ △９，７３７
２．前期高齢者関係事務費拠出金 ２６ ３２ △６

９．保 健 事 業 費 １．保 健 事 業 費 １２６，０００ １０８，８００ １７，２００
１．疾 病 予 防 費 ９５，０００ ７７，８００ １７，２００
２．休 業 見 舞 金 １０，０００ １０，０００ ０

〔歳出の部①〕 （単位：千円）
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第１条 決算剰余金を生じたときは、次の各号に規定す
る目的のために、別途積立金を積み立てることができ
る。
� 保険給付費、老人保健拠出金及び介護納付金の引
当金

� 組合員の共同利益確保のための融資資金、出資金
及び財産取得の引当金

� 記念行事等特別な事業を実施するための引当金
第２条 積立額は、決算を認定する組合会で、そのつど
決定するものとする。

第３条 この積立金は、第１条に規定する目的以外に充
当することはできないものとする。

第４条 この規則を変更しようとするときは、組合会の
議決を経なければならない。

第１条 決算剰余金を生じたときは、次の各号に規定す
る目的のために、別途積立金を積み立てることができ
る。
� 保険給付費、介護納付金、後期高齢者支援金及び
前期高齢者納付金の引当金

� 組合員の共同利益確保のための融資資金、出資金
及び財産取得の引当金

� 記念行事等特別な事業を実施するための引当金
第２条 積立額は、決算を認定する組合会で、そのつど
決定するものとする。

第３条 この積立金は、第１条に規定する目的以外に充
当することはできないものとする。
ただし、特別な理由により組合会で議決を経たもの

に限り使用することができる。

第４条 この規則を変更しようとするときは、組合会の
議決を経なければならない。

款 項 目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
第１次補正
後 予 算

比 較 増 減
（△は減）

３．死 亡 見 舞 金 ２１，０００ ２１，０００ ０
１０．積 立 金 １．積 立 金 ８，５７０ １９，０３０ △１０，４６０

１．準 備 積 立 金 １ １ ０
２．特 別 積 立 金 １ １ ０
３．役員退職給与積立金 ３，７６６ ３，４５５ ３１１
４．職員退職給与積立金 ４，８０１ １５，５７２ △１０，７７１
５．別 途 積 立 金 １ １ ０

１１．諸 支 出 金 １．償還金及び還付加算金 １９，１２３ ５４，６８８ △３５，５６５
１．保 険 料 還 付 金 ２，０００ ２，０００ ０
２．償 還 金 １７，１２３ ５２，６８８ △３５，５６５

１２．予 備 費 １．予 備 費 １．予 備 費 ３１，８７６ ４１，２７２ △９，３９６
歳 出 合 計 １，９５８，７２６ ２，２０６，７３５ △２４８，００９

〔歳出の部②〕 （単位：千円）

北海道医師国民健康保険組合別途積立金積立規則の一部改正
※後期高齢者医療制度施行に伴い、別途積立金積立規則に規定する目的の科目変更等の一部改正。

１．改正の理由
� 平成２０年４月から施行された後期高齢者医療制度により、老人保健医療費拠出金に代わり後期高齢者支援金
等・前期高齢者納付金等の拠出金制度に変更。

� 決算剰余金については、従前より別途積立金へ積み立てし、不足の事態に対処してきたが、ここ数年の医師国
保組合を取り巻く環境の変化から、別途積立金として保有することにも限界が出てきているため。

２．改正の内容
老人保健医療費拠出金は、平成２６年度まで遅延分に対する精算が行われるが、老人保健制度は既に廃止されてい

るため、後期高齢者支援金・前期高齢者納付金に科目変更を行う。
積立金の充当目的も限定されているが、状況に対処するため、組合会で議決を経たものに限り使用（振替）させ

ていただけるように改正。

３．改正施行の期日
平成２４年３月１日

別途積立金積立規則の一部改正の現行条文と改正条文

別途積立金積立規則・現行条文 別途積立金積立規則・改正条文

７ 平成２４年４月１日 北海道医報 第１１２３号附録
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平成２４年度北海道医師国民健康保険組合法令遵守
（コンプライアンス）のための実践計画の制定

（平成２４年１月２６日第５５０回理事会議決）
※国民健康保険組合の組織運営における法令遵守（コンプライアンス）体制の整備のために、国民健康保険組合規約
例（昭和３４年保発第１３号）が改正されたことを踏まえ、平成２４年度版として策定。

１．策定の内容
平成２３年７月３０日開催の第１０７回通常組合会で「国民健康保険組合の組織運営における法令遵守（コンプライア

ンス）体制の整備に関する基本方針及び平成２３年度法令遵守（コンプライアンス）のための実践計画」を議決いた
だいたが、このうち「平成２４年度北海道医師国民健康保険組合法令遵守（コンプライアンス）のための実践計画」
を制定。

２．施行の期日
平成２４年４月１日

平成２４年度 北海道医師国民健康保険組合
法令遵守（コンプライアンス）のための実践計画

北海道医師国民健康保険組合法令遵守（コンプライアンス）体制の整備に関する基本方針の規定に基づき、平成２４
年度の実践計画を次のとおり策定する。

１ 法令遵守マニュアルの見直し
役職員が遵守すべき法令、規則、基本方針及び法令遵守（コンプライアンス）のための組織体制などを網羅した

法令遵守マニュアルの見直しを行う。

２ 法令遵守に関する指導・研修
不祥事故を未然に防止をするため、役職員に対する法令遵守の周知徹底を行う。

３ 法令遵守のための管理
事故防止の観点から、職員を長期間にわたり同一業務に従事しないよう係替えを実施し、またやむを得ない理由

により、長期間にわたり同一業務に従事させる場合には、事故防止等のため適切な措置を講じる。

４ 法令遵守関連情報の組織的な把握
役職員が法令遵守関連情報（組合員等からの苦情、被保険者資格適用に関する争い、保険給付に関する争い、保

険料賦課・徴収に関する争い、不祥事故に関する報告等）を把握した場合は、法令遵守担当理事等にすみやかに報
告する。法令遵守担当理事等は、報告を受けた法令遵守関連情報のうち、組合の業務運営に重大な影響を与えるも
の、又は組合員等の利益が著しく阻害されるものについては、理事会に報告し、その対応を決定する。

５ 不祥事故への対応
役職員が不祥事故又はその疑いのある行為を発見した場合は、法令遵守担当理事等にすみやかに報告するととも

に、次にかかげる対応をとる。
① 規約、規程等に則り理事会に報告し、また法令等に従い北海道に報告する。
② 理事長は、法令遵守担当理事とともに適切な調査を行う。

６ 雑則
この実践計画で定めるものの他、必要な事項は、理事会の承認を得て実施する。
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